
　１　個別事項

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

（名称） （所在地）

4－1

4－2

3

13

10

1

2

1

4

8－1

2－1

3

8

25

26

22

21 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中14

18
上越市中郷区
市屋字横引

481 25 3 畑 0.09 スギ 67 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中14

17
上越市中郷区
市屋字横引

472 25 3 原野 0.08 スギ 77

6

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中14

16
上越市中郷区
市屋字横引

471 25 3 畑 0.07 スギ 60 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中14

15
上越市中郷区
市屋字横引

469－子 25 3 山林 スギ 60

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中13

14
上越市中郷区
市屋字横引

469－子 25 3 山林 スギ 64 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中14

13
上越市中郷区
市屋字古池

534 25 15 山林 0.70 スギ 55

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中13

12
上越市中郷区
市屋字横引

509 25 4 原野 0.09 スギ 57 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中13

11
上越市中郷区
市屋字横引

508 25 4 原野 0.08 スギ 57

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中13

10
上越市中郷区
市屋字横引

506－2 25 4 畑 0.10 スギ 49 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中13

9
上越市中郷区
市屋字横引

483 25 3 畑 0.26 スギ 67

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中12

8
上越市中郷区
市屋字古池

554－1 25 11 山林 0.66 スギ 72 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中12

7
上越市中郷区
市屋字古池

553－1 25 13 山林 0.05 スギ 87

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中12

6
上越市中郷区
市屋字古池

553 25 13 原野 0.45 スギ 35 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中12

5
上越市中郷区
市屋字横引

479 25 3 山林 0.05 スギ 102

－ R4-中3

4
上越市中郷区
市屋字横引

476 25 3 山林 0.04 スギ 102 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中12

26 3 山林 0.37 スギ 60 同上 同上 別添１の①参照

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中1

3
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

933

2
上越市中郷区
松崎字中原

627 26 7 畑 スギ

別添２の①参照

87

R4-中1カラマツ 82 2024年4月1日
2043年3月31

日まで
別添１の①参照 別添２の①参照627 26 7 畑

上越市中郷区
松崎字中原

1 －

経 営 管 理 実 施 権 配 分 計 画

整　理
番　号

R5-中1

経営管理実施権の設定を受ける者
（丙） 　頸南森林組合　代表理事組合長　田中新一 　新潟県妙高市大字志2243番地2

経営管理実施権を設定する市町村
（乙） 　上越市長　中川　幹太 　新潟県上越市木田1丁目1番3号

備考
地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

丙が経営管理実施権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理実
施権の始期

経営管理実
施権の存続

期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理実施
権に基づいて
行われる経営
管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき

金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙に支払われるべき
金銭がある場合にお
ける当該金銭（Ｅ）

の額の算定方法
所　在番号

施業
番号

0.02

0.05
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5

5－1

5－2

4－2

4－2

1

3

14

15

2－1

4

7

2

10

8

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中25

30
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

957 26 9 畑 0.27 スギ 55 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中26

29
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

952 26 9 畑 0.14 スギ 619

14

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中22

28
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

951 26 9 山林 0.33 スギ 61 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中25

27
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

934 26 3 山林 0.13 スギ 604

8

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中22

26
上越市中郷区
松崎字中原

629－2 26 7 山林 0.29 スギ 74 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中22

25
上越市中郷区
松崎字中原

613－1 26 6 原野 0.02 スギ 776

2

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中20

24
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

941 26 5 山林 0.20 スギ 63 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中21

23
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

967 26 10 山林 0.04 スギ 554

3

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中19

22
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

961－2 26 9 山林 0.16 スギ 60 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中20

21
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

937 26 3 山林 0.19 スギ 627

6

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中14

20
上越市中郷区
市屋字横引

473－1 25 3 山林 0.16 スギ 92 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中15

19
上越市中郷区
市屋字横引

481－2 25 3 原野 0.01 スギ 748

19

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中36

45
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

928 26 1 山林 0.15 スギ 63 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中36

44
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1775 27 9 原野 0.15 スギ 63

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中35

43
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

931 26 3 山林 0.12 スギ 59 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中35

42
上越市中郷区
二本木字大沼

2182 26 10 畑 0.16 スギ 47

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中33

41
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

942 26 5 山林 0.22 スギ 60 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中34

40
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

955 26 9 山林 0.25 スギ 60

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中32

39
上越市中郷区
松崎字中原

660－子 26 1 畑 0.01 スギ 60 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中32

38
上越市中郷区
松崎字中原

660 26 1 原野 0.02 スギ 68

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中32

37
上越市中郷区
松崎字中原

659 26 2 畑 0.14 スギ 60 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中32

36
上越市中郷区
松崎字中原

629－1 26 7 山林 0.09 スギ 50

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中30

35
上越市中郷区
松崎字中原

658－1 26 2 畑 0.18 スギ 62 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中31

34
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

962 26 9 畑 0.19 スギ 60

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中29

33
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

974 26 11 原野 カラマツ 77 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中29

32
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

974 26 11 原野 スギ 45

31
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

935 26 3 山林 0.20 スギ 58 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中27

0.99
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9

6

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中38

61
上越市中郷区
松崎字中原

650－3 26 4 山林 0.17 スギ 70 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中38

60
上越市中郷区
松崎字中原

634 26 6 山林 0.14 スギ 723

8

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中38

59
上越市中郷区
松崎字中原

633－2 26 6 山林 0.23 スギ 94 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中38

58
上越市中郷区
松崎字中原

633－1 26 6 原野 0.21 スギ 704

5

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中37

57
上越市中郷区
松崎字中原

631 26 7 原野 0.03 スギ 87 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中38

56
上越市中郷区
松崎字三弥

551－1 26 14 畑 0.10 スギ 873

20

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中37

55
上越市中郷区
松崎字中原

632 26 7 山林 0.11 スギ 97 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中37

54
上越市中郷区
松崎字中原

626 26 7 畑 0.00 スギ 975

19

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中37

53
上越市中郷区
松崎字中原

625 26 7 畑 0.21 スギ 89 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中37

52
上越市中郷区
松崎字中原

624 26 7 畑 0.05 スギ 927

6

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中36

51
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

964 26 11 畑 0.02 スギ 51 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中36

50
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

940 26 5 山林 0.27 スギ 632

3

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中36

49
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

939 26 5 山林 0.08 スギ 55 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中36

48
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

938 26 3 山林 0.06 スギ 628

1

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中36

47
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

936 26 3 畑 0.19 スギ 48 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中36

46
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

929 26 1 原野 0.27 スギ 62

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中4072
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

963 26 11 山林 0.03 スギ 554

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中39

71
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1875 27 10 山林 0.07 スギ 77 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中39

70
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1868 27 10 山林 0.13 スギ 5817

28

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中39

69
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1866 27 10 山林 スギ 49 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中39

68
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1866 27 10 山林 スギ 8219－1

19－2

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中38

67
上越市中郷区
二本木字四ツ屋口

1858 27 10 山林 0.35 スギ 87 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中39

66
上越市中郷区
市屋字横引

505 25 4 原野 0.01 スギ 824

27

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中38

65
上越市中郷区
市屋字横引

482 25 3 原野 0.03 スギ 82 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中38

64
上越市中郷区
市屋字横引

480 25 3 山林 0.08 スギ 879

5

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中38

63
上越市中郷区
市屋字横引

475－1 25 3 山林 0.12 スギ 87 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中38

62
上越市中郷区
松崎字中原

657－1 26 2 山林 0.04 スギ 678

15

0.12
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20

23

2

12

15

14

32

31

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中49

93
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1499 27 7 畑 0.08 スギ 40 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中51

92
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1502 27 7 畑 0.05 スギ 60

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中49

91
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1501 27 7 畑 0.10 スギ 40 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中49

90
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1500 27 7 畑 0.07 スギ 4025

24

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中48

89
上越市中郷区
松崎字三弥

546－1 26 12 山林 0.03 スギ 60 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中48

88
上越市中郷区
松崎字三弥

545－1 26 12 山林 0.01 スギ 625

4

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中47

87
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1503－1 27 7 畑 0.07 スギ 60 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中48

86
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

973 26 11 原野 0.44 スギ 826

19

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中46

85
上越市中郷区
二本木字大沼

2183 26 10 山林 0.34 スギ 61 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中46

84
上越市中郷区
二本木字大沼

1792 27 8 山林 0.05 スギ 6728

10

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中45

83
上越市中郷区
市屋字横引

511－1 25 4 山林 0.18 スギ 74 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中45

82
上越市中郷区
市屋字横引

510－1 25 4 畑 0.12 スギ 745

6

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中45

81
上越市中郷区
松崎字中原

667 26 1 畑 0.02 スギ 67 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中45

80
上越市中郷区
松崎字中原

666 26 1 畑 0.15 スギ 672

1

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中44

79
上越市中郷区
松崎字中原

665 26 1 畑 0.06 スギ 67 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中45

78
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1862 27 10 山林 0.12 スギ 8223

3

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中42

77
上越市中郷区
松崎字三弥

544－1 26 12 山林 0.06 スギ 62 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中43

76
上越市中郷区
松崎字中原

655－子 26 2 原野 0.01 スギ 571

6

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中40

75
上越市中郷区
松崎字中原

655－1 26 2 山林 0.35 スギ 60 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中41

74
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

968 26 10 山林 0.04 スギ 553

2

73
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

966 26 11 山林 0.10 スギ 55 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中401

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中52

99
上越市中郷区
二本木字大沼

1788 27 8 山林 0.19 スギ 67 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中52

98
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1787 27 8 山林 0.01 スギ 67

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中52

97
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1785 27 9 畑 0.12 スギ 57 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中52

96
上越市中郷区
二本木字大沼

1780 27 9 山林 0.01 スギ 57

別添２の①参照 － R4-中51

95
上越市中郷区
二本木字上滝ノ沢

1495 26 12 山林 0.06 スギ 52 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中52

94
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

969 26 10 畑 0.13 スギ 53 同上 同上 別添１の①参照

4/37



1

2

3－1

2

5

5

1

25

22

25

24

23

22

21

39－1

39－2

11

11

21－2

37

36

26

27

38

8

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中64

125
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－1 27 8 山林 スギ 39 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中64

124
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－1 27 8 山林 スギ 67

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中63

123
上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

7 27 8 畑 0.06 スギ 59 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中63

122
上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

6－2 27 8 畑 0.01 スギ 50

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中63

121
上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

6－1 27 8 畑 0.10 スギ 63 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中63

120
上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

5 27 8 畑 0.14 スギ 63

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中60

119
上越市中郷区
二本木字上滝ノ沢

1793 27 8 畑 0.13 スギ 67 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中63

118
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1863 27 10 原野 0.01 スギ 82

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中58

117
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1860 27 10 山林 0.05 スギ 82 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中60

116
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

970 26 10 山林 0.19 スギ 56

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中54

115
上越市中郷区
二本木字大沼

2179 26 10 山林 0.22 スギ 59 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中58

114
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1876 27 11 山林 0.04 スギ 112

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

113
上越市中郷区
松崎字三弥

548－1 26 12 山林 0.14 スギ 65 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

112
上越市中郷区
下滝ノ沢

1857 27 11 山林 0.15 スギ 72

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

111
上越市中郷区
下滝ノ沢

1856 27 11 山林 0.11 スギ 117 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

110
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1855 27 11 山林 0.10 スギ 97

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

109
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1854 27 11 山林 0.01 スギ 92 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

108
上越市中郷区
二本木字下大沼

1852 27 11 原野 0.15 スギ 69

7

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

107
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1772 27 8 山林 0.11 スギ 62 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

106
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1770－3 27 8 原野 0.03 スギ 67

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

105
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1770－2 27 8 原野 0.01 スギ 67 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

104
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1770－1 27 8 原野 0.04 スギ 127

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

103
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1769 27 8 畑 0.22 スギ 122 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中53

102
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1498 27 7 畑 0.24 スギ 60

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中52

101
上越市中郷区
二本木字大沼

1781 27 9 畑 0.04 スギ 63 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中52

100
上越市中郷区
二本木字滝ノ沢

1496－1 26 12 山林 0.22 スギ 52

0.06

5/37



2

4

5

1

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85152
上越市中郷区
松崎字中原

647－子 26 4 原野 0.01 スギ 87

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

151
上越市中郷区
松崎字中原

647 26 4 原野 0.01 スギ 87 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

150
上越市中郷区
松崎字中原

645 26 4 原野 0.01 スギ 87

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

149
上越市中郷区
松崎字中原

644 26 4 山林 0.20 スギ 110 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

148
上越市中郷区
松崎字中原

635 26 6 山林 0.25 スギ 922

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中84

147
上越市中郷区
松崎字中原

630 26 7 原野 0.02 スギ 87 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

146
上越市中郷区
松崎字中原

636 26 6 畑 0.10 スギ 631

21

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中79

145
上越市中郷区
八斗蒔字宮ノ外

25 27 10 畑 0.03 スギ 69 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中80

144
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1870 27 10 原野 0.01 スギ 9716

7

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中78

143
上越市中郷区
二本木字大沼

1844 27 11 山林 0.07 スギ 77 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中79

142
上越市中郷区
八斗蒔字宮ノ外

42 27 10 原野 0.08 スギ 675－1

17

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中74

141
上越市中郷区
二本木字大沼

1839 27 11 原野 0.15 スギ 107 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中77

140
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1874 27 10 田 0.08 スギ 6729

10

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中71

139
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1873 27 10 田 0.11 スギ 92 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中74

138
上越市中郷区
二本木字大沼

2185 26 10 畑 0.07 スギ 6312

30

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中67

137
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1872 27 10 山林 0.22 スギ 87 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中67

136
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1869 27 10 山林 0.10 スギ 8715

14

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中66

135
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1867 27 10 山林 0.02 スギ 59 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中67

134
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1791－1 27 8 山林 0.02 スギ 6730

18

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中66

133
上越市中郷区
二本木字大沼

1791 27 8 山林 0.15 スギ 67 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中66

132
上越市中郷区
二本木字大沼

1790 27 8 原野 0.01 スギ 6733

29

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中66

131
上越市中郷区
二本木字大沼

1789 27 8 山林 0.11 スギ 67 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中66

130
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1771 27 8 山林 0.18 スギ 6735

34

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中65

129
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1774 27 8 原野 スギ 39 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中65

128
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1774 27 8 原野 スギ 7741－1

41－2

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中64

127
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－2 27 8 山林 スギ 39 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中64

126
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－2 27 8 山林 スギ 6740－1

40－2
0.37

0.02
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11

5

4

6

2

1

3－1

3－2

2

1

6

153
上越市中郷区
松崎字中原

662 26 1 山林 0.21 スギ 102 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

164

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中92

163
上越市中郷区
八斗蒔字前野

59－4 27 9 原野 0.26 スギ 92 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中92

162
上越市中郷区
八斗蒔字前野

59－1 27 9 原野 1.17 スギ 117

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中88

161
上越市中郷区
二本木字南野畔

1749 27 9 原野 0.03 スギ 67 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中88

160
上越市中郷区
二本木字南野畔

1748 27 9 山林 スギ 67

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

159
上越市中郷区
二本木字南野畔

1748 27 9 山林 スギ 97 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中88

158
上越市中郷区
市屋字横引

485 25 3 山林 0.40 スギ 97

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

157
上越市中郷区
市屋字横引

484 25 3 原野 0.01 スギ 84 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

156
上越市中郷区
松崎字中原

668 26 1 山林 0.05 スギ 115

同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

155
上越市中郷区
松崎字中原

664 26 1 山林 0.31 スギ 102 同上 同上 別添１の①参照 別添２の①参照 － R4-中85

154
上越市中郷区
松崎字中原

663 26 1 山林 0.06 スギ 102

165

0.18
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施業
番号

4－1

4－2

3

13

10

1

2

1

4

8－1

2－1

3

8

25

26

22

＜時期＞
○丙から甲に対
するＤの支払に
ついて、間伐
後、木材の販売
収入額が確定後
速やかに行うも
のとする。

＜相手方及び方
法＞
○次の支払先に
支払うものとす
る。
（支払先）甲の
指定する口座

－ R4-中2124
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

941 26 5 山林 0.20 スギ 633

－ R4-中20

23
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

967 26 10 山林 0.04 スギ 55 － R4-中20

22
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

961－2 26 9 山林 0.16 スギ 606

4

－ R4-中15

21
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

937 26 3 山林 0.19 スギ 62 － R4-中19

20
上越市中郷区
市屋字横引

473－1 25 3 山林 0.16 スギ 9219

7

－ R4-中14

19
上越市中郷区
市屋字横引

481－2 25 3 原野 0.01 スギ 74 － R4-中14

18
上越市中郷区
市屋字横引

481 25 3 畑 0.09 スギ 676

8

－ R4-中14

17
上越市中郷区
市屋字横引

472 25 3 原野 0.08 スギ 77 － R4-中14

16
上越市中郷区
市屋字横引

471 25 3 畑 0.07 スギ 60

21

－ R4-中14

15
上越市中郷区
市屋字横引

469－子 25 3 山林 スギ 60 － R4-中14

14
上越市中郷区
市屋字横引

469－子 25 3 山林 スギ 64

－ R4-中13

13
上越市中郷区
市屋字古池

534 25 15 山林 0.70 スギ 55 － R4-中13

12
上越市中郷区
市屋字横引

509 25 4 原野 0.09 スギ 57

－ R4-中13

11
上越市中郷区
市屋字横引

508 25 4 原野 0.08 スギ 57 － R4-中13

10
上越市中郷区
市屋字横引

506－2 25 4 畑 0.10 スギ 49

35

－ R4-中12

9
上越市中郷区
市屋字横引

483 25 3 畑 0.26 スギ 67 － R4-中13

8
上越市中郷区
市屋字古池

554－1 25 11 山林 0.66 スギ 72

－ R4-中12

4
上越市中郷区
市屋字横引

476 25 3 山林 0.04 スギ 102

7
上越市中郷区
市屋字古池

553－1 25 13 山林 0.05 スギ 87 － R4-中12

6
上越市中郷区
市屋字古池

553 25 13 原野 0.45 スギ

2
上越市中郷区
松崎字中原

627 26 7 畑 スギ 87

5
上越市中郷区
市屋字横引

479 25 3 山林 0.05 スギ 102

3
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

933 26 3 山林

627 26 7 畑 －

－ R4-中1

－ R4-中12

－ R4-中12

0.37 スギ 60 － R4-中3

備考
地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称番号 所　在

丙が経営管理実施権の設定を受ける森林（Ａ） Ａの森林所有者（甲）
丙が甲にＤを
支払うべき時
期、相手方及

び方法

丙が乙にＥ
を支払うべ

き時期

R4-中1カラマツ 821
上越市中郷区
松崎字中原

0.02

0.05
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＜時期＞
○丙から甲に対
するＤの支払に
ついて、間伐
後、木材の販売
収入額が確定後
速やかに行うも
のとする。

＜相手方及び方
法＞
○次の支払先に
支払うものとす
る。
（支払先）甲の
指定する口座

－ R4-中36

51
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

964 26 11 畑 0.02 スギ 51 － R4-中36

50
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

940 26 5 山林 0.27 スギ 632

3

－ R4-中36

49
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

939 26 5 山林 0.08 スギ 55 － R4-中36

48
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

938 26 3 山林 0.06 スギ 628

1

－ R4-中36

47
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

936 26 3 畑 0.19 スギ 48 － R4-中36

46
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

929 26 1 原野 0.27 スギ 629

6

－ R4-中36

45
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

928 26 1 山林 0.15 スギ 63 － R4-中36

44
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1775 27 9 原野 0.15 スギ 6310

8

－ R4-中35

43
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

931 26 3 山林 0.12 スギ 59 － R4-中35

42
上越市中郷区
二本木字大沼

2182 26 10 畑 0.16 スギ 477

2

－ R4-中33

41
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

942 26 5 山林 0.22 スギ 60 － R4-中34

40
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

955 26 9 山林 0.25 スギ 602－1

4

－ R4-中32

39
上越市中郷区
松崎字中原

660－子 26 1 畑 0.01 スギ 60 － R4-中32

38
上越市中郷区
松崎字中原

660 26 1 原野 0.02 スギ 6814

15

－ R4-中32

37
上越市中郷区
松崎字中原

659 26 2 畑 0.14 スギ 60 － R4-中32

36
上越市中郷区
松崎字中原

629－1 26 7 山林 0.09 スギ 501

3

－ R4-中30

35
上越市中郷区
松崎字中原

658－1 26 2 畑 0.18 スギ 62 － R4-中31

34
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

962 26 9 畑 0.19 スギ 604－2

4－2

－ R4-中29

33
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

974 26 11 原野 カラマツ 77 － R4-中29

32
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

974 26 11 原野 スギ 455－1

5－2

－ R4-中26

31
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

935 26 3 山林 0.20 スギ 58 － R4-中27

30
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

957 26 9 畑 0.27 スギ 5514

5

－ R4-中25

29
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

952 26 9 畑 0.14 スギ 61 － R4-中25

28
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

951 26 9 山林 0.33 スギ 618

9

－ R4-中22

27
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

934 26 3 山林 0.13 スギ 60 － R4-中22

26
上越市中郷区
松崎字中原

629－2 26 7 山林 0.29 スギ 742

4

25
上越市中郷区
松崎字中原

613－1 26 6 原野 0.02 スギ 77 － R4-中226

0.99
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＜時期＞
○丙から甲に対
するＤの支払に
ついて、間伐
後、木材の販売
収入額が確定後
速やかに行うも
のとする。

＜相手方及び方
法＞
○次の支払先に
支払うものとす
る。
（支払先）甲の
指定する口座

－ R4-中4478
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1862 27 10 山林 0.12 スギ 8223

－ R4-中42

77
上越市中郷区
松崎字三弥

544－1 26 12 山林 0.06 スギ 62 － R4-中43

76
上越市中郷区
松崎字中原

655－子 26 2 原野 0.01 スギ 571

6

－ R4-中40

75
上越市中郷区
松崎字中原

655－1 26 2 山林 0.35 スギ 60 － R4-中41

74
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

968 26 10 山林 0.04 スギ 553

2

－ R4-中40

73
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

966 26 11 山林 0.10 スギ 55 － R4-中40

72
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

963 26 11 山林 0.03 スギ 554

1

－ R4-中39

71
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1875 27 10 山林 0.07 スギ 77 － R4-中39

70
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1868 27 10 山林 0.13 スギ 5817

28

－ R4-中39

69
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1866 27 10 山林 スギ 49 － R4-中39

68
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1866 27 10 山林 スギ 8219－1

19－2

－ R4-中38

67
上越市中郷区
二本木字四ツ屋口

1858 27 10 山林 0.35 スギ 87 － R4-中39

66
上越市中郷区
市屋字横引

505 25 4 原野 0.01 スギ 824

27

－ R4-中38

65
上越市中郷区
市屋字横引

482 25 3 原野 0.03 スギ 82 － R4-中38

64
上越市中郷区
市屋字横引

480 25 3 山林 0.08 スギ 879

5

－ R4-中38

63
上越市中郷区
市屋字横引

475－1 25 3 山林 0.12 スギ 87 － R4-中38

62
上越市中郷区
松崎字中原

657－1 26 2 山林 0.04 スギ 678

15

－ R4-中38

61
上越市中郷区
松崎字中原

650－3 26 4 山林 0.17 スギ 70 － R4-中38

60
上越市中郷区
松崎字中原

634 26 6 山林 0.14 スギ 723

8

－ R4-中38

59
上越市中郷区
松崎字中原

633－2 26 6 山林 0.23 スギ 94 － R4-中38

58
上越市中郷区
松崎字中原

633－1 26 6 原野 0.21 スギ 704

5

－ R4-中37

57
上越市中郷区
松崎字中原

631 26 7 原野 0.03 スギ 87 － R4-中38

56
上越市中郷区
松崎字三弥

551－1 26 14 畑 0.10 スギ 873

20

－ R4-中37

55
上越市中郷区
松崎字中原

632 26 7 山林 0.11 スギ 97 － R4-中37

54
上越市中郷区
松崎字中原

626 26 7 畑 0.00 スギ 975

19

－ R4-中37

53
上越市中郷区
松崎字中原

625 26 7 畑 0.21 スギ 89 － R4-中37

52
上越市中郷区
松崎字中原

624 26 7 畑 0.05 スギ 927

6

0.12
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－ R4-中53

＜時期＞
○丙から甲に対
するＤの支払に
ついて、間伐
後、木材の販売
収入額が確定後
速やかに行うも
のとする。

＜相手方及び方
法＞
○次の支払先に
支払うものとす
る。
（支払先）甲の
指定する口座

－ R4-中53

103 0.22 スギ 122 － R4-中53

102
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1498 27 7 畑 0.24 スギ 60

105
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1770－2 27 8 原野 0.01 スギ 67

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1769 27 8 畑

27 8 原野

21－2

37

36

26

0.04 スギ 127

－ R4-中53

104
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1770－1

－ R4-中52

101
上越市中郷区
二本木字大沼

1781 27 9 畑 0.04 スギ 63 － R4-中52

100
上越市中郷区
二本木字滝ノ沢

1496－1 26 12 山林 0.22 スギ 5211

11

－ R4-中52

99
上越市中郷区
二本木字大沼

1788 27 8 山林 0.19 スギ 67 － R4-中52

98
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1787 27 8 山林 0.01 スギ 6732

31

－ R4-中52

97
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1785 27 9 畑 0.12 スギ 57 － R4-中52

96
上越市中郷区
二本木字大沼

1780 27 9 山林 0.01 スギ 5715

14

－ R4-中51

95
上越市中郷区
二本木字上滝ノ沢

1495 26 12 山林 0.06 スギ 52 － R4-中52

94
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

969 26 10 畑 0.13 スギ 532

12

－ R4-中49

93
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1499 27 7 畑 0.08 スギ 40 － R4-中51

92
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1502 27 7 畑 0.05 スギ 6020

23

－ R4-中49

91
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1501 27 7 畑 0.10 スギ 40 － R4-中49

90
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1500 27 7 畑 0.07 スギ 4025

24

－ R4-中48

89
上越市中郷区
松崎字三弥

546－1 26 12 山林 0.03 スギ 60 － R4-中48

88
上越市中郷区
松崎字三弥

545－1 26 12 山林 0.01 スギ 625

4

－ R4-中47

87
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1503－1 27 7 畑 0.07 スギ 60 － R4-中48

86
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

973 26 11 原野 0.44 スギ 826

19

－ R4-中46

85
上越市中郷区
二本木字大沼

2183 26 10 山林 0.34 スギ 61 － R4-中46

84
上越市中郷区
二本木字大沼

1792 27 8 山林 0.05 スギ 6728

10

－ R4-中45

83
上越市中郷区
市屋字横引

511－1 25 4 山林 0.18 スギ 74 － R4-中45

82
上越市中郷区
市屋字横引

510－1 25 4 畑 0.12 スギ 745

6

－ R4-中45

81
上越市中郷区
松崎字中原

667 26 1 畑 0.02 スギ 67 － R4-中45

80
上越市中郷区
松崎字中原

666 26 1 畑 0.15 スギ 672

1

79
上越市中郷区
松崎字中原

665 26 1 畑 0.06 スギ 67 － R4-中453
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8

7

1

2

3－1

2

5

5

1

25

22

25

24

23

22

21

＜時期＞
○丙から甲に対
するＤの支払に
ついて、間伐
後、木材の販売
収入額が確定後
速やかに行うも
のとする。

＜相手方及び方
法＞
○次の支払先に
支払うものとす
る。
（支払先）甲の
指定する口座

38

－ R4-中66132
上越市中郷区
二本木字大沼

1790 27 8 原野 0.01 スギ 6733

－ R4-中66

131
上越市中郷区
二本木字大沼

1789 27 8 山林 0.11 スギ 67 － R4-中66

130
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1771 27 8 山林 0.18 スギ 6735

34

－ R4-中65

129
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1774 27 8 原野 スギ 39 － R4-中65

128
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1774 27 8 原野 スギ 7741－1

41－2

－ R4-中64

127
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－2 27 8 山林 スギ 39 － R4-中64

126
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－2 27 8 山林 スギ 6740－1

40－2

－ R4-中64

125
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－1 27 8 山林 スギ 39 － R4-中64

124
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－1 27 8 山林 スギ 67

39－2

39－1

－ R4-中63

123
上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

7 27 8 畑 0.06 スギ 59 － R4-中63

122
上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

6－2 27 8 畑 0.01 スギ 50

－ R4-中63

121
上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

6－1 27 8 畑 0.10 スギ 63 － R4-中63

120
上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

5 27 8 畑 0.14 スギ 63

－ R4-中60

119
上越市中郷区
二本木字上滝ノ沢

1793 27 8 畑 0.13 スギ 67 － R4-中63

118
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1863 27 10 原野 0.01 スギ 82

－ R4-中58

117
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1860 27 10 山林 0.05 スギ 82 － R4-中60

116
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

970 26 10 山林 0.19 スギ 56

72

－ R4-中54

115
上越市中郷区
二本木字大沼

2179 26 10 山林 0.22 スギ 59 － R4-中58

114
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1876 27 11 山林 0.04 スギ 112

R4-中53

110
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1855 27 11 山林 0.10 スギ 97

－ R4-中53

113
上越市中郷区
松崎字三弥

548－1 26 12 山林 0.14 スギ 65 － R4-中53

112
上越市中郷区
下滝ノ沢

1857

R4-中53

108
上越市中郷区
二本木字下大沼

1852 27 11 原野 0.15 スギ 69 － R4-中53

－ R4-中53

原野 0.03 スギ 67

109
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1854 27 11 山林 0.01 スギ 92 －

1856 27 11 山林 0.11 スギ 117 －

27 11 山林 0.15 スギ

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1772 27 8 山林

R4-中53－27

0.11 スギ 62 － R4-中53

106
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1770－3 27 8

107

111
上越市中郷区
下滝ノ沢

0.06

0.37

0.02
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＜時期＞
○丙から甲に対
するＤの支払に
ついて、間伐
後、木材の販売
収入額が確定後
速やかに行うも
のとする。

＜相手方及び方
法＞
○次の支払先に
支払うものとす
る。
（支払先）甲の
指定する口座

－ R4-中85158
上越市中郷区
市屋字横引

485 25 3 山林 0.40 スギ 971

－ R4-中85

157
上越市中郷区
市屋字横引

484 25 3 原野 0.01 スギ 84 － R4-中85

156
上越市中郷区
松崎字中原

668 26 1 山林 0.05 スギ 1156

2

－ R4-中85

155
上越市中郷区
松崎字中原

664 26 1 山林 0.31 スギ 102 － R4-中85

154
上越市中郷区
松崎字中原

663 26 1 山林 0.06 スギ 1025

4

－ R4-中85

153
上越市中郷区
松崎字中原

662 26 1 山林 0.21 スギ 102 － R4-中85

152
上越市中郷区
松崎字中原

647－子 26 4 原野 0.01 スギ 875

11

－ R4-中85

151
上越市中郷区
松崎字中原

647 26 4 原野 0.01 スギ 87 － R4-中85

150
上越市中郷区
松崎字中原

645 26 4 原野 0.01 スギ 872

4

－ R4-中85

149
上越市中郷区
松崎字中原

644 26 4 山林 0.20 スギ 110 － R4-中85

148
上越市中郷区
松崎字中原

635 26 6 山林 0.25 スギ 922

1

－ R4-中84

147
上越市中郷区
松崎字中原

630 26 7 原野 0.02 スギ 87 － R4-中85

146
上越市中郷区
松崎字中原

636 26 6 畑 0.10 スギ 631

21

－ R4-中79

145
上越市中郷区
八斗蒔字宮ノ外

25 27 10 畑 0.03 スギ 69 － R4-中80

144
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1870 27 10 原野 0.01 スギ 9716

7

－ R4-中78

143
上越市中郷区
二本木字大沼

1844 27 11 山林 0.07 スギ 77 － R4-中79

142
上越市中郷区
八斗蒔字宮ノ外

42 27 10 原野 0.08 スギ 675－1

17

－ R4-中74

141
上越市中郷区
二本木字大沼

1839 27 11 原野 0.15 スギ 107 － R4-中77

140
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1874 27 10 田 0.08 スギ 6729

10

－ R4-中71

139
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1873 27 10 田 0.11 スギ 92 － R4-中74

138
上越市中郷区
二本木字大沼

2185 26 10 畑 0.07 スギ 6312

30

－ R4-中67

137
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1872 27 10 山林 0.22 スギ 87 － R4-中67

136
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1869 27 10 山林 0.10 スギ 8715

14

－ R4-中66

135
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1867 27 10 山林 0.02 スギ 59 － R4-中67

134
上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1791－1 27 8 山林 0.02 スギ 6730

18

133
上越市中郷区
二本木字大沼

1791 27 8 山林 0.15 スギ 67 － R4-中6629
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける者（丙） 住　　　所（同上）

権利の設定をする市町村（乙） 住　　　所（同上）

（記載注意）

(１)　この個別事項は、経営管理実施権の設定を受ける者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

(３)　備考欄には、経営管理権集積計画の整理番号を記載すること。

(４)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定められた経営管理権集積計画に基づく森林の場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付する

とともに、備考欄に記載すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(５)　当該経営管理実施権配分計画の内容に関して丙が乙に提出した企画提案書及び図面を添付すること。

1

6

＜時期＞
○丙から甲に対
するＤの支払に
ついて、間伐
後、木材の販売
収入額が確定後
速やかに行うも
のとする。

＜相手方及び方
法＞
○次の支払先に
支払うものとす
る。
（支払先）甲の
指定する口座

　上越市長　中川　幹太

－ R4-中92

163
上越市中郷区
八斗蒔字前野

59－4 27 9 原野 0.26 スギ 92 － R4-中92

162
上越市中郷区
八斗蒔字前野

59－1 27 9 原野 1.17 スギ 117

－ R4-中88

161
上越市中郷区
二本木字南野畔

1749 27 9 原野 0.03 スギ 67 － R4-中88

160
上越市中郷区
二本木字南野畔

1748 27 9 山林 スギ 673－2

2

159
上越市中郷区
二本木字南野畔

1748 27 9 山林 スギ 97 － R4-中883－1

　頸南森林組合　代表理事組合長　田中新一

165

164

0.18
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２　共通事項

この経営管理実施権配分計画の定めるところにより設定される経営管理実施権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところ

による。

（１）経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容

　丙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、造

林並びに保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する

経費を控除してなお利益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

（２）善管注意義務

①　丙が経営管理実施権に基づき経営管理を行うに当たっては、善良なる管理者の注意を持って甲の利益に最も適合するように配慮しなければならない。

②　甲は、この経営管理実施権配分計画の定める事項について、丙に対して義務の履行を求めることができる。

（３）監督義務

　乙は、丙に対して当該森林の経営管理の状況等について報告を年１回徴収することで、当該森林において経営管理が行われるよう努めなければならない。

（４）報告義務

　丙は、乙に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回報告しなければならない。

（５）経営管理実施権の対象とする森林

　当該森林にある立木は、甲に帰属する。

（６）経営管理実施権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理実施権配分計画の公告により、丙に経営管理実施権が、甲及び乙に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　丙に設定された経営管理実施権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に

対しても、その効力があるものとする。
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（７）経営管理実施権の設定等の条件

①　乙は、当該森林に係る経営管理権集積計画を取り消す場合にはあらかじめ丙に通知するものとし、当該経営管理権集積計画を取り消した場合は、当該経営管

 理実施権配分計画を取り消すものとする。

②　乙は、丙が次のいずれかに該当する場合には、経営管理実施権配分計画のうち丙に係る部分を取り消すことができる。

　ア　偽りその他不正な手段により乙に経営管理実施権配分計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　森林経営管理法第36条第2項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認める場合

　ウ　当該森林について経営管理を行っていないと認める場合

　エ　経営管理実施権配分計画に基づき支払われるべき金銭の支払又はこれに代わる供託をしない場合

　オ　正当な理由がなくて（４）の報告をしない場合

③　乙は、災害その他の事由により当該森林において、丙が（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難であると認めるときは、この経営管理実施権配分

　計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

④　丙は、１の個別事項に定める経営管理実施権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、甲及び乙の同意を得るものとする。

⑤　乙及び丙は、この経営管理実施権配分計画に定めるところにより設定される経営管理実施権に関する事項は変更しないものとする。

⑥　丙は、当該経営管理実施権の全部又は一部について、第三者に移転若しくは設定してはならない。

⑦　丙の権利義務の全部を承継した者は、当該経営管理実施権についても承継するものとし、丙又は当該権利義務の全部を承継した者は、あらかじめ、その旨

　を甲及び乙に通知するものとする。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、丙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

（９）森林への立入り及び施設の利用等

①　丙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは丙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定

　された森林作業道その他の施設を使用し、若しくは丙以外の者に使用させることができる。

②　丙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に路網その他の施設を設置し、又は丙以外の者に設置させることができ

　る。この場合において、丙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　丙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の申出が

　ある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（10）災害等による経営管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、丙

は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（11）損害の賠償

①　丙は、丙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　丙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、丙は損害賠償責任を負わない。
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（12）経営管理実施権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

①　経営管理実施権の存続期間の満了した場合において、甲乙丙の間で金銭の支払（１の個別事項に定める丙から甲に支払われるべき金銭及び丙が１の個別事

 項に定める経営管理の内容の全部又は一部を実施していないことにより、丙が甲から預かった金銭のうち甲に返還すべき金銭除く。）は生じないとともに、

 立木の所有権は甲に帰属するものとする。

②　経営管理実施権の存続期間の中途において経営管理実施権が消滅した場合において、丙が１の個別事項に定める経営管理の内容の全部又は一部を実施して

 いない場合は、丙は甲に対して、実施していない経営管理によって見込まれた利益に相当する額を支払うものとする。
（13）その他

　この経営管理実施権配分計画に定めのない事項及びこの経営管理実施権配分計画に疑義が生じたときは、甲、乙、丙が協議して定める。
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25 4 3

25 13

25 15 8

25 3 25

25 3 26

林班 小班
施業
番号

26 7 4－1

26 7 4－2

26 3 3

25 3 13

25 3 10

1

対象森林

地番

508

○　存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を２回実施するものとする。
○　なお、施業の実施にあたっては上越市森林整備計画に沿って、木材の生産機能の維持増進を図る。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年1回以上の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は既存道等からの目視によって判断でき
る限りで行う。

上越市中郷区
市屋字横引

506－2

上越市中郷区
松崎字中原

627

554－1

①

所在

別添１　経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容（Ｃ）

上越市中郷区
市屋字横引

479

上越市中郷区
市屋字古池

553

上越市中郷区
市屋字古池

553－1

上越市中郷区
市屋字古池

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
市屋字横引

509

上越市中郷区
市屋字古池

534

上越市中郷区
市屋字横引

483

経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容

上越市中郷区
市屋字横引

627

933

476

469－子

469－子

25 13 2

25 11 1

25 3 4

25 4 8－1

25 4 2－1
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26 10 4

26 5 3

14

26 3 5

26 11 5－1

26 11 5－2

25 3 21

25 3 6

25 3 8

25 3 19

26 3 7

26 9 6

25 3 22

○　存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を２回実施するものとする。
○　なお、施業の実施にあたっては上越市森林整備計画に沿って、木材の生産機能の維持増進を図る。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年1回以上の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は既存道等からの目視によって判断でき
る限りで行う。

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

①

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
市屋字横引

473－1

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

471

472

481

481－2

937

961－2 

967

941

613－1 26 6 6

629－2

934

951

952

957

935

26 7 2

26 3 4

26 9 8

26 9 9

26 9

974

974
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26 7 1

7

26 3 2

27 9 10

26 1 8

26 1 9

26 3 6

26 9 4－2

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

○　存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を２回実施するものとする。
○　なお、施業の実施にあたっては上越市森林整備計画に沿って、木材の生産機能の維持増進を図る。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年1回以上の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は既存道等からの目視によって判断でき
る限りで行う。

①

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
二本木字大沼

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

962

658－1

629－1

659 26 2 3

660

660－子

955

942

2182

931

26 1 14

26 1 15

26 9 2－1

26 5 4

26 10

26 2 4－2

1775

928

929

936

938

939 26 5 1

940

964

26 5 2

26 11 3

26 3 8
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27

27 10 19－1

27 10 19－2

5

26 7 19

26 14 3

26 7 20

26 6 4

26 6 5

26 6 3

○　存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を２回実施するものとする。
○　なお、施業の実施にあたっては上越市森林整備計画に沿って、木材の生産機能の維持増進を図る。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年1回以上の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は既存道等からの目視によって判断でき
る限りで行う。

①

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字三弥

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
二本木字四ツ屋口

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

624

625

626

632

26 7 7

26 7 6

26 7

551－1

631

633－1

633－2

634

650－3 26 4 8

657－1

475－1

480

482

505

1858

26 2 8

25 3 15

25 3 9

25 3 5

25 4 4

27 10

1866

1866
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26 1 1

25 4 5

25 4 6

27 8 28

27 10 17

27 10 28

26 11 4

23

○　存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を２回実施するものとする。
○　なお、施業の実施にあたっては上越市森林整備計画に沿って、木材の生産機能の維持増進を図る。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年1回以上の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は既存道等からの目視によって判断でき
る限りで行う。

①

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字三弥

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
市屋字横引

上越市中郷区
二本木字大沼

上越市中郷区
二本木字大沼

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1868

1875

963

966 26 11 1

968

655－1

655－子

544－1

1862

665

26 10 3

26 2 2

26 2 1

26 12 6

27 10

26 1 3

666

667

510－1

511－1

1792

2183 26 10 10

973

1503－1

26 11 6

27 7 19

26 1 2
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27 8 37

27 8 36

27 8 26

25

27 7 24

27 7 20

○　存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を２回実施するものとする。
○　なお、施業の実施にあたっては上越市森林整備計画に沿って、木材の生産機能の維持増進を図る。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年1回以上の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は既存道等からの目視によって判断でき
る限りで行う。

①

上越市中郷区
松崎字三弥

上越市中郷区
松崎字三弥

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

上越市中郷区
二本木字上滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字大沼

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字大沼

上越市中郷区
二本木字滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字大沼

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

545－1

546－1

1500

1501

26 12 5

26 12 4

27 7

27 8 32

27 8 31

26 12 11

27 9 11

27 7

27 7 23

26 10 2

26 12 12

27 9 15

21－2

1770－2

1770－1

1502

1499

969

1495

1780

1785 27 9 14

1787

1788

1496－1

1781

1498

1769
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27 11 1

27 11 2

27 11 3－1

27 8 23

27 8 22

27 8 21

27 8 27

27 8 38

27 11 8

上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

7

1860

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1863

上越市中郷区
二本木字上滝ノ沢

1793

上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

5

上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

6－1

1857

上越市中郷区
松崎字三弥

548－1

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1876

上越市中郷区
二本木字大沼

2179

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

970 26 10 1

26 12 2

27 11 5

26 10 5

25

27 10 22

27 8 25

27 8 24

6－2

○　存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を２回実施するものとする。
○　なお、施業の実施にあたっては上越市森林整備計画に沿って、木材の生産機能の維持増進を図る。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年1回以上の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は既存道等からの目視によって判断でき
る限りで行う。

①

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下大沼

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
下滝ノ沢

上越市中郷区
下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

1770－3

1772

1852

1854 27 11 7

1855

1856

27 10
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27 10 15

27 10 14

26 10 12

27 8 35

27 8 34

27 8 33

27 8 29

27 8 30

27 10 18

27 8 39－1

27 8 39－2

27 8 40－1

27 8 40－2

27 8 41－1

27 8 41－2

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－1

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－1

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－2

1874

上越市中郷区
二本木字大沼

1839

1773－2

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1774

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1774

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1771

○　存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を２回実施するものとする。
○　なお、施業の実施にあたっては上越市森林整備計画に沿って、木材の生産機能の維持増進を図る。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年1回以上の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は既存道等からの目視によって判断でき
る限りで行う。

27 10 29

27 11 10

①

上越市中郷区
二本木字大沼

上越市中郷区
二本木字大沼

上越市中郷区
二本木字大沼

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

上越市中郷区
二本木字大沼

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1789

1790

1791

1791－1

1867

1869

1872

2185

1873 27 10 30
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26 1 11

26 1 5

26 1 4

26 7 21

26 6 2

26 4 1

26 4 2

26 4 4

26 4 5

10 16

27 10 7

26 6 1

630

上越市中郷区
松崎字中原

635

上越市中郷区
松崎字中原

644

上越市中郷区
八斗蒔字宮ノ外

42

上越市中郷区
二本木字大沼

1844

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1870

664

上越市中郷区
松崎字中原

668

上越市中郷区
市屋字横引

484

上越市中郷区
市屋字横引

485

上越市中郷区
二本木字南野畔

1748

26 1 6

25 3 2

25 3 1

27 9 3－1

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

645

○　存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を２回実施するものとする。
○　なお、施業の実施にあたっては上越市森林整備計画に沿って、木材の生産機能の維持増進を図る。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年1回以上の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は既存道等からの目視によって判断でき
る限りで行う。

27 10 5－1

27 11

上越市中郷区
松崎字中原

①

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
松崎字中原

上越市中郷区
八斗蒔字宮ノ外

上越市中郷区
松崎字中原

663

647

647－子

662

17

27

25

636
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27 9 3－2

27 9 2

27 9 1

27 9 6

②

所在 地番 林班 小班
施業
番号

59－4

○　存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を２回実施するものとする。
○　なお、施業の実施にあたっては上越市森林整備計画に沿って、木材の生産機能の維持増進を図る。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のため、年1回以上の森林の巡視を行うものとし、当該巡視は既存道等からの目視によって判断でき
る限りで行う。

1748

上越市中郷区
二本木字南野畔

1749

上越市中郷区
八斗蒔字前野

59－1

上越市中郷区
八斗蒔字前野

上越市中郷区
二本木字南野畔

①
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別添２　木材の販売による収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の額の算定方法

施業
番号

4－1

4－2

3

13

10

1

2

1

4

8－1

2－1

3

8

25

26

3

13

13

11

3

4

4

4

15

3

3

小班

7

7

3

3

林班

26

26

26

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

上越市中郷区
松崎字中原

627

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

933

上越市中郷区
市屋字横引

476

上越市中郷区
市屋字横引

469－子

上越市中郷区
市屋字横引

469－子

上越市中郷区
市屋字横引

483

上越市中郷区
市屋字横引

506－2

上越市中郷区
市屋字横引

508

上越市中郷区
市屋字横引

509

上越市中郷区
市屋字古池

534

上越市中郷区
市屋字横引

479

上越市中郷区
市屋字古池

553

上越市中郷区
市屋字古池

553－1

上越市中郷区
市屋字古池

554－1

①

所在 地番
（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額及び補助金等から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費
その他経営管理に要する経費として乙が算定した額を控除した額とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　利用間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。

上越市中郷区
松崎字中原

627

対象森林
木材の販売による収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の額の算定方法
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14

5

5－1

5－2

22

21

6

8

19

7

6

2

4

8

9

3

3

9

9

11

11

25

25

25

25

25

26

26

26

26 9

3
上越市中郷区
松崎字八斗蒔

935

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

974

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

974

26

26

26

上越市中郷区
松崎字中原

613－1

上越市中郷区
松崎字中原

629－2

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

934

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

951

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

952

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

957

26

26

26

26

5

6

7

3

3

6

上越市中郷区
市屋字横引

481－2

上越市中郷区
市屋字横引

473－1

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

937

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

961－2 

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

967 26 4

上越市中郷区
市屋字横引

471

上越市中郷区
市屋字横引

472

上越市中郷区
市屋字横引

481 3

3

3

3

9

10

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

941 26

①

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額及び補助金等から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費
その他経営管理に要する経費として乙が算定した額を控除した額とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　利用間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。
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6

8

1

2

3

4－2

4－2

1

3

14

15

2－1

4

7

2

10

8

91

3

3

5

5

11

10

3

9

1

26

27

26

26

26

26

26

26

26

9

2

7

2

1

1

9

5

26

26

26

26

上越市中郷区
松崎字中原

659

上越市中郷区
松崎字中原

660

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1775

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

928

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

929

上越市中郷区
松崎字中原

660－子

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

955

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

942

上越市中郷区
二本木字大沼

2182

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

931

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

939

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

940

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

964

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

936

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

938

26

26

26

26

26

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

962

上越市中郷区
松崎字中原

658－1

上越市中郷区
松崎字中原

629－1

①

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額及び補助金等から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費
その他経営管理に要する経費として乙が算定した額を控除した額とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　利用間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。
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9

5

4

27

19－1

19－2

7

6

5

19

3

20

4

5

3

8

8

15

6

6

4

2

3

3

3

4

10

10

10

26

26

7

7

7

7

14

7

6

26

26

26

25

25

25

26

26

26

26

26

26

上越市中郷区
松崎字中原

626

上越市中郷区
松崎字中原

632

上越市中郷区
松崎字三弥

551－1

上越市中郷区
松崎字中原

631

上越市中郷区
松崎字中原

633－1

上越市中郷区
松崎字中原

624

上越市中郷区
松崎字中原

625

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1866

上越市中郷区
市屋字横引

480

上越市中郷区
市屋字横引

482

上越市中郷区
市屋字横引

505

上越市中郷区
二本木字四ツ屋口

1858

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1866

25

27

27

27

上越市中郷区
松崎字中原

633－2

上越市中郷区
松崎字中原

634

上越市中郷区
松崎字中原

650－3

上越市中郷区
松崎字中原

657－1

上越市中郷区
市屋字横引

475－1

①

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額及び補助金等から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費
その他経営管理に要する経費として乙が算定した額を控除した額とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　利用間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。
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1

5

6

28

10

6

19

17

28

4

1

3

2

1

6

23

3

2

1

4

4

8

10

11

7

10

26

上越市中郷区
二本木字大沼

1792

上越市中郷区
二本木字大沼

2183

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

973

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1503－1

27

26

26

27

上越市中郷区
松崎字中原

665

上越市中郷区
松崎字中原

666

上越市中郷区
松崎字中原

667

上越市中郷区
市屋字横引

510－1

上越市中郷区
市屋字横引

511－1

26

26

26

25

25

1

1

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

968

上越市中郷区
松崎字中原

655－1

上越市中郷区
松崎字中原

655－子

上越市中郷区
松崎字三弥

544－1

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1862

26

27

10

2

2

12

10

26

26

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1868

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1875

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

963

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

966

10

11

11

27

27

26

26

①

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額及び補助金等から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費
その他経営管理に要する経費として乙が算定した額を控除した額とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　利用間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。
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26

31

11

11

21－2

37

36

5

4

25

24

20

23

12

15

14

32

12

12

7

8

12

9

7

8

8

8

27

27

27

27

27

27

26

26

26

27

27

27

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1770－1

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1770－2

上越市中郷区
二本木字大沼

1788

上越市中郷区
二本木字滝ノ沢

1496－1

上越市中郷区
二本木字大沼

1781

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1498

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1769

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

969

上越市中郷区
二本木字上滝ノ沢

1495

上越市中郷区
二本木字大沼

1780

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1785

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1787 8

2

上越市中郷区
松崎字三弥

546－1

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1500

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1501

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1502

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1499

26

27

27

27

27

7

7

7

10

12

9

9

上越市中郷区
松崎字三弥

545－1 26

①

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額及び補助金等から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費
その他経営管理に要する経費として乙が算定した額を控除した額とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　利用間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。
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27

38

8

7

1

2

3－1

2

5

5

1

25

22

25

24

23

22

21

8

8

11

11

11

11

11

12

11

10

10

10

10

8

8

8

8

8

27

27

27

27

27

27

27

27

26

27

26

27

27

26

27

27

27

27

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1876

上越市中郷区
松崎字三弥

548－1

上越市中郷区
二本木字大沼

2179

上越市中郷区
松崎字八斗蒔

970

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1860

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1863

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1854

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1855

上越市中郷区
下滝ノ沢

1856

上越市中郷区
下滝ノ沢

1857

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1770－3

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1772

上越市中郷区
二本木字下大沼

1852

上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

6－2

上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

7

①

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額及び補助金等から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費
その他経営管理に要する経費として乙が算定した額を控除した額とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　利用間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。

上越市中郷区
二本木字上滝ノ沢

1793

上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

5

上越市中郷区
八斗蒔字滝ノ沢

6－1
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12

30

34

33

29

29

10

40－2

41－1

30

18

15

14

39－1

39－2

40－1

8

8

8

8

8

8

8

27

27

27

27

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1869

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1872

上越市中郷区
二本木字大沼

2185

上越市中郷区
二本木字大沼

1839 27 11

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1873

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1874

27

27

26

27

27

10

10

上越市中郷区
二本木字大沼

1789

上越市中郷区
二本木字大沼

1790

上越市中郷区
二本木字大沼

1791

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1791－1

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1867

27

27

27

8

8

10

27

10

10

10

27

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－2

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－2

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1774

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1774

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1771

41－2

35

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－1

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1773－1

27

27

27

8

8

①

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額及び補助金等から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費
その他経営管理に要する経費として乙が算定した額を控除した額とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　利用間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。
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5－1

5

11

5

4

6

2

1

3－1

17

16

7

1

21

2

1

2

10

11

10

10

6

7

6

4

4

4

4

1

1

3

9

上越市中郷区
松崎字中原

668

上越市中郷区
市屋字横引

484

上越市中郷区
市屋字横引

485

上越市中郷区
二本木字南野畔

1748

26

25

25

27

1

3

上越市中郷区
松崎字中原

647

上越市中郷区
松崎字中原

647－子

上越市中郷区
松崎字中原

662

上越市中郷区
松崎字中原

663

上越市中郷区
松崎字中原

664

26

26

26

26

26 1

4

上越市中郷区
松崎字中原

636

上越市中郷区
松崎字中原

630

上越市中郷区
松崎字中原

635

上越市中郷区
松崎字中原

644

上越市中郷区
松崎字中原

645

26

26

26

26

26

上越市中郷区
八斗蒔字宮ノ外

42

上越市中郷区
二本木字大沼

1844

上越市中郷区
二本木字下滝ノ沢

1870

上越市中郷区
八斗蒔字宮ノ外

25

27

27

27

27

①

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額及び補助金等から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費
その他経営管理に要する経費として乙が算定した額を控除した額とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　利用間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。
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②

所在 地番 林班 小班
施業
番号

3－2

2

1

6

9

9

9

9

27

27

27
上越市中郷区
二本木字南野畔

1749

上越市中郷区
八斗蒔字前野

59－1

上越市中郷区
八斗蒔字前野

59－4

上越市中郷区
二本木字南野畔

1748 27

①

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　利用間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額及び補助金等から利用間伐に係る経費及び木材の販売に係る経費
その他経営管理に要する経費として乙が算定した額を控除した額とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　利用間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する利用間伐が実施された場合における木材の販売に係る経費については、経営管理実施権者が経営管理実施権の設定を受けるに当
たって乙に提示し、経営管理実施権配分計画に添付された経費の見積額とする。
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１ 長浜線

11中桑取線

５ 西横山東吉尾線

10宮野尾線

15 下正善寺線

14 土口東線

７ 北谷線

９ 皆口線
３ 鏡池線

４ 中ノ俣線

12 南葉高原線

２ 上綱子線
６ 難波線

13 朝日線

８ 後谷線

16 菱ヶ岳不動滝線

17 城山線

18 円平線

19 坊金高山線

24 細野行野線

20 朴ノ木線

21 薬師線

22 菱ヶ岳１号線

23 菱ヶ岳2号線

25 飯室横川線 26 顕聖寺釜淵線

27 山本岩室線

28 六日町大峯線

29 菖蒲線

30 西菖蒲線

31 上達

32 熊池線

33 牛ヶ鼻浦田線

34 高所線

35 雨池線

36 藤尾嶺線

37 野地線

38 菱ヶ岳3号線

39 出会線

40 宇津俣線

41 坪山線

42 上牧宇津俣線

43 新田伏野線

44 山口線

45 小萱雁海線

46 北水野線

47 峠線

48 平沢線

49 猿毛水野線

50 雁海初田１号線

51 米山寺線

52 雁海初田2号線
53 猿毛線

54 北黒岩線

55 竹鼻線

56 狸平線

57 矢住線

58 切窪線

59 湯ノ入線

60 道之下町田線

61 国田山中線

62 大下名木山線

63 岩沢米山線

64 岩野線

65 川谷線

66 川崎線

67 天林寺線

68 石谷線

69 高床花房線

70 宮野原線

71 片貝五反田線

72 曽根田線

73 玄藤寺線

74 光が原黒倉線

75 丈ヶ山線

76 黒倉線

77 木揚線

78 田屋線

80 黒保線

79 札山線

86 坊ヶ池線
81 青柳線 82 梨平線

83 上深沢線

84 菅平線

85 東戸野線

87 わらび平線

88 芝石線

89 草野山線

90 社地山線

91 南葉山線

92 瀬戸須川線

93 瀬戸大山線

94 瓜山線

95 瓜原線

96 小田島線

97 大町躰畑線

前上越市

中郷区

板倉区

牧 区

清里区

名立区

安塚区

大島区

吉川区

頸城区

大潟区

柿崎区

浦川原区

中郷区二本木ほか地区

経営管理実施権設定位置
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・当図面は、上越市が森林の経営管理権集積計画により作成した筆界（案）を基に、　経営管理実施権配分計画の対象森林を表示（赤枠）した図面になります。・当図面は、上越市の内部資料につき、法務局の公図と異なる場合があります。・当図面は、権利関係には使用できません。
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経営管理実施権配分計画対象森林位置図（中郷区二本木ほか地区）


